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方針策定にあたって  
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１  趣 旨  

近 年 ， わ が 国 は ， 人 口 減 少 社 会 に 突 入 し ， 急 速 な 少 子 化 の 進 行 ，

女 性 の 就 労 率 の 向 上 ，都 市 部 を 中 心 と し た 保 育 園 待 機 児 童 の 増 加 な

ど ， 子 ど も や 子 育 て 家 庭 を 取 り 巻 く 環 境 は 大 き く 変 化 し て い ま す 。 

調 布 市 （ 以 下 「 市 」 と い う 。） に お い て も ， 共 働 き 世 帯 の 増 加 や

就 労 形 態 の 多 様 化 な ど に よ り 保 育 ニ ー ズ は 依 然 と し て 増 加・多 様 化

し て い く 傾 向 に あ り ま す 。ま た ，核 家 族 化 が 進 行 し ，地 域 社 会 の 縁

や つ な が り が 希 薄 に な り つ つ あ り ，そ の 結 果 と し て ，家 庭 や 地 域 の

養 育 力 が 低 下 し ，子 育 て に 不 安 を 抱 く 保 護 者 も 増 加 し て お り ，子 育

て 相 談 や 支 援 の 整 備 ・ 充 実 が 求 め ら れ て い ま す 。  

市 は ，こ の よ う な 様 々 な 保 育・子 育 て ニ ー ズ に 対 応 す る と と も に ，

保 育 の 質 の 向 上 を 図 る た め ，平 成 ２ ４ 年 ６ 月 に「 調 布 市 保 育 総 合 計

画 」を 策 定 し ，保 育 の 基 本 理 念 を は じ め ，公 立 保 育 園 に お け る 民 間

活 力 の 活 用 に つ い て の 方 向 を 示 し た と こ ろ で す 。  

一 方 ， 保 育 ニ ー ズ の 高 ま り に よ る 待 機 児 童 の 増 加 を 受 け ， 市 は ，

最 重 要 施 策 の 一 つ に「 待 機 児 童 対 策 」を 位 置 付 け ，認 可 保 育 所 等 の

誘 致 ・ 整 備 に 注 力 し ，子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 の 計 画 を 定 め た「 調

布 っ 子 す こ や か プ ラ ン 」及 び そ の 後 の 計 画 を 定 め た「 第 ２ 期 調 布 っ

子 す こ や か プ ラ ン 」に 基 づ い て ，平 成 ２ ７ 年 度 か ら 令 和 ３ 年 度 ま で

の ７ 年 間 で ２ ， ４ ０ ０ 人 を 超 え る 定 員 拡 大 を 図 り ま し た 。  

ま た ，多 く の 認 可 保 育 所 等 が 新 た に 開 園 す る 中 で ，保 育 の 質 の 確

保 ・ 向 上 を 図 る た め ，市 は ，子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 に 基 づ く 指 導 検

査 や 保 育 ア ド バ イ ザ ー に よ る 巡 回 支 援 を 実 施 し ，保 育 の 量 と 質 の 両

面 か ら ， 子 育 て 支 援 施 策 を 推 進 し て き ま し た 。  

こ の よ う な 状 況 の 中 ，平 成 ２ ７ 年 度 か ら の 市 に お け る 行 財 政 改 革

の 具 体 的 な 取 組 を 示 し た「 行 革 プ ラ ン ２ ０ １ ５（ 令 和 元 年 度 か ら は

行 革 プ ラ ン ２ ０ １ ９ ）」 及 び 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 に 策 定 し た 「 調 布 市 公

共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 」の 基 本 方 針 に 基 づ き ，公 立 保 育 園 に お け る

民 間 活 力 の 活 用 や ， 今 後 の 在 り 方 に つ い て 検 討 を 進 め て き ま し た 。 
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ま た ，「 調 布 市 子 ど も 条 例 」 の 理 念 に あ る 「 子 ど も は 調 布 の 宝 ， 未

来 へ の 希 望 」で あ る こ と を 念 頭 に ，調 布 の 子 ど も た ち の た め に ，保

育 の 質 を 確 保 し つ つ ，持 続 可 能 な 保 育 サ ー ビ ス の 提 供 に つ な げ て い

く と い う 視 点 か ら 検 討 し て き ま し た 。  

こ れ ま で の 検 討 を 踏 ま え ，令 和 元 年 １ １ 月 に 先 行 し て 策 定 し た 公

設 民 営 保 育 園 を 対 象 と し た 民 間 活 力 の 活 用 に 関 す る 方 針 に 続 き ，こ

の た び ，公 設 公 営 保 育 園 を 対 象 と し た「 調 布 市 公 立 保 育 園 に お け る

民 間 活 力 の 活 用 に 関 す る 方 針【 公 設 公 営 保 育 園 】」（ 以 下「 方 針 」と

い う 。） を 策 定 す る も の で す 。  

 

２  方 針 の 位 置 付 け  

方 針 は ，市 の 公 設 公 営 保 育 園 に お い て ，民 間 活 力 を 活 用 し ，保 育

の 質 を 確 保 し な が ら ，子 育 て 支 援 施 策 の 一 層 の 充 実 や 保 育 園 運 営 に

係 る 財 源 確 保 を 図 る た め の 市 の 考 え 方 を 整 理 し た も の で あ り ，平 成

２ ４ 年 ６ 月 に 策 定 し た「 調 布 市 保 育 総 合 計 画 」で 掲 げ た「 公 立 保 育

園 の 運 営 主 体 の 見 直 し 」 の 内 容 に つ い て も 継 承 し て い ま す 。  

ま た ，方 針 に 基 づ く 取 組 に つ い て は ，行 革 プ ラ ン と 整 合 を 図 る ほ

か ，公 設 公 営 保 育 園 の 多 く が ，図 書 館 や ふ れ あ い の 家 な ど の 公 共 施

設 と の 複 合 施 設 と な っ て い る た め ， 令 和 ４ 年 度 に 策 定 予 定 の 「（ 仮

称 ）調 布 市 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 計 画 」と も 整 合 を 図 っ て い く 必 要

が あ り ま す 。  

 【 方 針 の 位 置 付 け イ メ ー ジ 図 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市子ども条例（平成１７年３月策定）

（調布市が実施する子ども施策の基本理念）

調布市公立保育園における民間活力の活用に関する方針

【公設民営保育園】（令和元年１１月策定）

（基本理念）

調
布
市
保
育
総
合
計
画

（

平
成
２
４
年
６
月
策
定

）

（継承）

調布市基本計画
（行革プラン２０１９）

（整合）

調布市公立保育園における民間活力の活用に関する方針

【公設公営保育園】

調布市公共施設等

総合管理計画
（平成２９年３月策定）

（仮称）
調布市公共施設
マネジメント計画

（整合）（整合）
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３  策 定 体 制  

方 針 の 策 定 に 当 た り ，調 布 の 子 ど も た ち の た め に ，公 立 保 育 園 と

し て 何 が で き る の か ，何 を す べ き か に つ い て ，公 立 保 育 園 の 職 員 自

ら が 検 討 し て い く こ と が 必 要 と 考 え ，子 ど も 生 活 部 子 ど も 政 策 課 及

び 保 育 課 で 事 務 局 を 担 う こ と と し て「 調 布 市 公 立 保 育 園 の あ り 方 検

討 委 員 会 」 を 設 置 し ，「 公 立 保 育 園 園 長 に よ る 検 討 チ ー ム 」 と 「 公

立 保 育 園 選 出 職 員 に よ る 検 討 チ ー ム 」に よ り 検 討 を 進 め て き ま し た 。 

ま た ，公 立 保 育 園 の あ り 方 検 討 を 行 う う え で ，子 育 て 支 援 施 策 の

充 実 の ほ か ，今 後 に お け る 公 共 施 設 の 方 向 や 市 有 財 産 の 取 扱 い ，財

源 確 保 の 手 法 等 の 視 点 を 踏 ま え た 検 討 が 必 要 で あ る こ と か ら ，子 ど

も 生 活 部 ，行 政 経 営 部 ，総 務 部 が 横 断 的 に 連 携 を 図 り な が ら 検 討 を

行 う た め ，行 政 経 営 部 行 財 政 改 革 課（ 令 和 ３ 年 ４ 月 か ら 企 画 経 営 課 ）

が 事 務 局 を 担 う こ と と し て「 公 立 保 育 園 及 び 児 童 館 の 在 り 方 ，運 営

形 態 に 関 す る 検 討 会 」を 設 置 し ，子 ど も 生 活 部 内 の 取 組 と 併 行 し て

検 討 を 進 め て き ま し た 。  
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子育てを取り巻く状況  
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１  人 口 等 の 状 況  

(1)  人 口 の 推 移  

令 和 ４ 年 に 市 が 行 っ た 「 調 布 市 の 将 来 人 口 推 計 」 で は ， 総 人 口

は ， 基 本 推 計 で ， 令 和 １ ２ （ ２ ０ ３ ０ ） 年 を ピ ー ク に 減 少 傾 向 と

予 測 し て い ま す （ グ ラ フ １ 参 照 ）。  

ま た ， ０ 歳 か ら １ ４ 歳 ま で の 年 少 人 口 は ， 令 和 ４ （ ２ ０ ２ ２ ）

年 を ピ ー ク に 減 少 傾 向 に な る と 推 計 し て い ま す（ グ ラ フ ２ 参 照 ）。 

【 総 人 口 の 推 移 （ グ ラ フ １ ）】  

令和12年

（2030）

242,079 

平成22年

（2010）

221,441

令和3年

(2021)

238,311

200,000

205,000

210,000

215,000

220,000

225,000

230,000

235,000

240,000

245,000
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平成22年
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(2040)

令和27年

(2045)

令和32年

(2050)

令和37年

(2055)

令和42年

(2060)

令和47年

(2065)

今回推計結果〔基本推計〕 前回（平成30（2018）年3月）推計結果 実績値

実績値 ← → 推計値

(人)

 

【 年 少 人 口 の 推 移 （ グ ラ フ ２ ）】  

5,962 6,213 5,411 5,785 5,648 5,439 5,229 5,063 4,939 4,775 4,598 4,494 4,403 4,294 

5,909 5,982 6,244 5,506 5,763 5,598 5,380 5,178 5,026 4,901 4,723 4,563 4,469 4,374 

5,461 5,829 6,188 5,984 5,625 5,729 5,549 5,329 5,138 4,999 4,865 4,679 4,539 4,450 

5,461 
5,637 5,902 6,301 5,726 5,841 5,709 5,511 5,294 5,115 4,986 4,837 4,651 4,531 

5,451 
5,523 5,927 6,051 6,431 5,474 5,564 5,707 

5,494 5,282 5,115 4,990 4,825 4,646 

28,244 
29,184 29,672 29,627 29,193 
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25,891 

25,072 24,288 23,564 22,887 22,295 
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乳児（0～2歳） 幼児（3～5歳） 小学校低学年（6～8歳） 小学校高学年（9～11歳）

中学生（12～14歳） 年少人口比率

(人)

実績値← →推計値

 

 
資 料 ： 調 布 市 の 将 来 人 口 推 計 【 基 本 推 計 】 （ 令 和 ４ 年 ３ 月 ）  
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(2)  就 学 前 児 童 数 の 推 移  

近 年 の 市 に お け る ０ 歳 か ら ５ 歳 の 就 学 前 児 童 数 の 推 移 を み る

と ， 令 和 ２ 年 か ら 減 少 に 転 じ て お り ，令 和 ４ 年 は 平 成 ３ １ 年 と 比

較 し て ９ ３ １ 人 減 少 し て い ま す 。  

 

 

(3)  認 可 保 育 園 の 申 込 者 数 の 推 移  

近 年 の 市 に お け る 認 可 保 育 園 の 申 込 者 数 は ，大 規 模 マ ン シ ョ ン

の 建 設 等 に よ る 就 学 前 児 童 の 増 加 や 潜 在 的 保 育 ニ ー ズ の 顕 在 化

等 に よ り 増 加 傾 向 に あ り ま し た が ，令 和 ３ 年 か ら 減 少 に 転 じ て お

り ， 令 和 ４ 年 は 令 和 ２ 年 と 比 較 し て ２ １ ３ 人 減 少 し て い ま す 。  

 

 

 

【 就 学 前 児 童 数 の 推 移 】  

【 認 可 保 育 園 の 申 込 者 数 の 推 移 】  
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(4)  認 可 保 育 園 数 と 認 可 保 育 園 等 の 定 員 数 等 の 推 移  

保 育 ニ ー ズ の 高 ま り に よ る 待 機 児 童 の 増 加 を 受 け ， 市 は ， 私 立

認 可 保 育 園 を 中 心 と し て 集 中 的 に 誘 致 ・ 整 備 を 行 っ て き ま し た 。

近 年 は ， 市 の 最 重 要 施 策 の 一 つ と し て 「 待 機 児 童 対 策 」 に 取 り 組

ん で お り ，平 成 １ ４ 年 度 か ら 令 和 ３ 年 度 ま で の ２ ０ 年 間 に わ た る

取 組 を 通 じ て ５ ０ 園 の 認 可 保 育 園 を 新 た に 開 設 し ， 約 ４ ， ３ ０ ０

人 の 認 可 保 育 園 等 の 定 員 拡 大 を 図 り ま し た 。  

 

 

※  認 可 保 育 園 等 ： 都 認 証 保 育 所 ， 家 庭 的 保 育 事 業 ， 家 庭 福 祉 員 含 む 。  

(5)  待 機 児 童 数 の 推 移  

  平 成 ２ ９ 年 度 に 私 立 認 可 保 育 園 １ ０ 園 の 誘 致・整 備 に 取 り 組 み ，

過 去 最 大 の 約 ８ ０ ０ 人 の 定 員 拡 大 を 図 っ て か ら は ，待 機 児 童 数 は

概 ね 減 少 傾 向 と な り ま し た 。ま た ，直 近 の 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 時 点

の 待 機 児 童 数 は １ ６ 人 と な り ，２ 年 連 続 で ５ ０ 人 を 下 回 り ま し た 。 

 

 

【 待 機 児 童 数 の 推 移 】  

【 認 可 保 育 園 数 と 認 可 保 育 園 等 の 定 員 数 等 の 推 移 】  
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２  調 布 市 の 保 育 関 連 予 算 の 状 況  

(1)  歳 出 予 算 全 体 の 推 移  

市 全 体 の 歳 出 予 算（ 一 般 会 計 ）は 概 ね 年 々 増 加 傾 向 と な っ て お

り ， そ の う ち 民 生 費 ※ が 占 め る 割 合 （ 構 成 比 ） も 増 加 傾 向 と な っ

て い ま す 。令 和 ４ 年 度 の 民 生 費 は ，全 体 の ５ ３ ．０ ％ と な り ，市

の 予 算 の 半 分 以 上 を 占 め て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ： 令 和 ４ 年 度 「 市 政 経 営 の 概 要 」  

 

                             
※  民 生 費 ： 障 害 者 ，高 齢 者 ，児 童 ，母 子 等 の 福 祉 施 策 や 生 活 保 護 に 係 る 経 費 ，

国 民 健 康 保 険 や 介 護 保 険 等 の 特 別 会 計 へ の 繰 出 金 な ど で 構 成 さ れ て い ま す 。

な お ， 保 育 園 運 営 経 費 や 施 設 整 備 費 も 民 生 費 に 含 ま れ ま す 。  

（ 百 万 円 ）  
【 目 的 別 予 算 の 推 移 】  

平成

25年度

平成

26年度

平成

27年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

77,110 80,736 84,970 85,360 88,650 92,540 91,810 92,990 90,120 95,270

総務費 8,573 8,649 9,040 8,946 9,244 9,317 11,835 11,112 9,672 10,401

民生費 36,750 38,449 40,894 41,969 45,153 46,004 47,005 48,544 48,143 50,488

衛生費 5,140 5,105 5,424 6,090 5,899 6,718 5,534 5,567 6,594 6,724

土木費 9,685 11,626 11,855 10,221 10,590 13,135 10,617 9,535 7,769 9,022

消防費 2,791 2,793 3,159 3,228 2,932 2,909 2,835 2,973 2,849 2,885

教育費 8,701 8,628 9,776 10,222 10,053 9,723 9,320 10,465 10,329 10,806

公債費 4,377 4,406 3,706 3,613 3,661 3,595 3,428 3,568 3,560 3,724

その他 1,093 1,080 1,115 1,071 1,117 1,139 1,236 1,227 1,204 1,221

（参考）総務費/民生費/衛生費/土木費/教育費の構成比の推移　※令和４年度当初予算の構成比の大きい順で掲載

47.7% 47.6% 48.1% 49.2% 50.9% 49.7% 51.2% 52.2% 53.4% 53.0%

11.3% 10.7% 11.5% 12.0% 11.3% 10.5% 10.1% 11.3% 11.5% 11.3%

11.1% 10.7% 10.6% 10.5% 10.4% 10.1% 12.9% 11.9% 10.7% 10.9%

12.6% 14.4% 14.0% 12.0% 11.9% 14.2% 11.6% 10.3% 8.6% 9.5%

6.7% 6.3% 6.4% 7.1% 6.7% 7.3% 6.0% 6.0% 7.3% 7.1%

土木費

衛生費

区　分

合　計

民生費

教育費

総務費
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(2)  民 生 費 の 状 況  

次 に ，民 生 費 の 内 訳 で は ，児 童 福 祉 費 が ４ ４ ．２ ％ で 最 も 多 く

を 占 め ， 次 い で 社 会 福 祉 費 ， 生 活 保 護 費 ， 国 民 年 金 費 の 順 と な

っ て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  児 童 福 祉 費 の 推 移  

児 童 福 祉 費 は ，保 育 園 の 運 営 に 必 要 な 保 育 園 経 費 ※ 1の ほ か 各 種

手 当 や 児 童 館・ 学 童 ク ラ ブ の 児 童 福 祉 施 策 費 で 構 成 さ れ て い ま す 。 

令 和 ４ 年 度 は ，平 成 ２ ５ 年 度 と 比 較 し て 約 ８ ０ 億 円 増 え て お り ，

こ の １ ０ 年 間 ※ 2で 約 １ ． ５ 倍 に 増 加 し て い ま す 。  

そ の う ち ，大 半 を 占 め る 約 ６ ３ 億 円 が 保 育 園 経 費 の 増 加 分 で あ

り ， 保 育 園 経 費 は こ の １ ０ 年 間 で 約 ２ 倍 に 増 加 し て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
※ 1  保 育 園 経 費 ： 保 育 所 運 営 費 と 保 育 園 費 の 合 計   
※ 2  平 成 ２ ５ 年 度 ～ 令 和 ３ 年 度 は 決 算 額 ， 令 和 ４ 年 度 は 当 初 予 算 額  

資 料 ： 令 和 ４ 年 度 市 政 経 営 の 概 要  

（ 百 万 円 ）  

資 料 ： 調 布 市 決 算 書 ・ 予 算 書  

（百万円）

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

児童福祉費 14,165 15,767 16,910 17,817 20,613 20,485 22,052 22,502 25,127 22,323

うち保育園経費 6,769 7,652 8,857 9,666 12,243 11,670 13,060 13,120 13,031 13,104

保育園経費割合 47.8% 48.5% 52.4% 54.3% 59.4% 57.0% 59.2% 58.3% 51.9% 58.7%

14,165
15,767

16,910 17,817

20,613 20,485
22,052 22,502

25,127

22,323

6,769 7,652
8,857 9,666

12,243 11,670
13,060 13,120 13,031 13,104

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成

25年度

平成

26年度

平成

27年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

児童福祉費 うち保育園経費（百万円）
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(4)  認 可 保 育 園 に 係 る 運 営 経 費 の 推 移  

  認 可 保 育 園 の 運 営 に 係 る 歳 出 の 中 で ， 公 立 保 育 園 に 対 し て は ，

職 員 人 件 費 ，給 食 費 ，保 育 用 消 耗 品 費 ，備 品 購 入 費 ， 施 設 維 持 管

理 費 な ど の 経 費 を 支 出 し て い ま す 。一 方 ，私 立 保 育 園 に 対 し て は ，

運 営 委 託 料 及 び 各 種 補 助 金 を 支 出 し て お り ，各 園 は こ れ ら を 財 源

と し て ，公 立 保 育 園 と 同 様 に 人 件 費 ，消 耗 品 費 ，施 設 維 持 管 理 費

な ど に 充 当 し て い ま す 。  

ま た ， 市 は ， こ れ ま で 待 機 児 童 対 策 と し て ， 私 立 認 可 保 育 園 を

中 心 に 誘 致 ・ 整 備 を 行 う こ と で 定 員 拡 大 を 図 っ て き ま し た （ 第 ２

章 １ （ ４ ） 参 照 ） 。 令 和 ４ 年 度 の 運 営 経 費 ※ 1は ， 平 成 ２ ５ 年 度 と

比 較 し て 約 ６ ６ 億 円 増 え て お り ，こ の １ ０ 年 間 ※ 2で 約 ２ ．５ 倍 に

増 加 し て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
※ 1  運 営 経 費 ： 保 育 所 運 営 事 業 費 と 民 間 保 育 所 助 成 費 （ 施 設 整 備 助 成 費 除 く ）  

の 合 計  
※ 2  平 成 ２ ５ 年 度 ～ 令 和 ３ 年 度 は 決 算 額 ， 令 和 ４ 年 度 は 当 初 予 算 額  

資 料 ： 調 布 市 決 算 書 ・ 予 算 書  

（百万円）

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

保育園経費 6,769 7,652 8,857 9,666 12,243 11,670 13,060 13,120 13,031 13,104

うち運営経費 4,451 4,615 5,728 6,441 7,540 8,943 10,390 10,079 10,834 11,005

運営経費割合 65.8% 60.3% 64.7% 66.6% 61.6% 76.6% 79.6% 76.8% 83.1% 84.0%

#REF! 2,318 3,037 3,129 3,225 4,703 2,727 2,670 3,041 2,197

6,769
7,652

8,857
9,666

12,243
11,670

13,060 13,120 13,031 13,104

4,451 4,615

5,728
6,441

7,540

8,943

10,390 10,079
10,834 11,005

0

2,000

4,000
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平成

25年度

平成

26年度

平成

27年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

保育園経費 うち運営経費（百万円）
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第３章  

 

認可保育園（公立・私立）の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

１  設 置 状 況  

  市 の 公 立 保 育 園 は ，令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 時 点 で ８ 園 あ り ，全 て 市 が

直 接 運 営 し て い る 「 公 設 公 営 保 育 園 」 で す 。  

  市 が 設 置 し ，運 営 業 務 を 民 間 事 業 者 に 委 託 す る「 公 設 民 営 保 育 園 」

に つ い て は ，令 和 元 年 度 ま で ４ 園 あ り ま し た が ，令 和 元 年 １ １ 月 に

策 定 し た「 調 布 市 公 立 保 育 園 に お け る 民 間 活 力 の 活 用 に 関 す る 方 針

【 公 設 民 営 保 育 園 】」 に 基 づ き ， 既 に ４ 園 全 て が 公 私 連 携 型 保 育 所

へ 移 行 （ 公 立 保 育 園 か ら 私 立 保 育 園 へ 移 行 ） し て い ま す 。  

  ま た ，市 は ，私 立 認 可 保 育 園 の 誘 致・整 備 を 中 心 に 待 機 児 童 対 策

を 行 っ て き た 結 果 ，私 立（ 民 設 民 営 ）認 可 保 育 園 は ６ ４ 園（ 令 和 ４

年 ４ 月 １ 日 時 点 ・公 私 連 携 型 保 育 所 を 含 む ）と な り ，社 会 福 祉 法 人

に よ る 運 営 の ほ か ，株 式 会 社 や Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 な ど ，多 様 な 主 体 に よ っ

て 運 営 さ れ て い ま す 。  

【 公 立 ・ 私 立 認 可 保 育 園 設 置 状 況 （ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 時 点 ）】  
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【 公 立 ・ 私 立 認 可 保 育 園 設 置 状 況 一 覧 表 】

設置 運営
主体 主体 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

1 下 布 田 布田２－２７－４ S３７．　４．　１ 10 10 14 16 90

2 金 子 西つつじヶ丘４－１６－７ S４２．　４．　１ 6 10 14 20 100

3 上 石 原 上石原２－８－３ S４３．　４．　１ 12 20 20 20 120

4 第 五 国領町３－１２－１ S４４．　５．　１ 6 10 14 20 100

5 神 代 西つつじヶ丘１－４０－５ S４６．　６．　１ 6 10 14 20 100

6 宮 の 下 上石原３－３４－１０ S４７．　５．　１ 6 11 15 20 100

7 富 士 見 富士見町２－３－２６ S４９．　６．　１ 6 10 14 20 100

8 東 部 若葉町１－２９－２１ S５０．　４．　１ 6 13 17 20 100

1 深 大 寺 深大寺北町３－３１－８ S４５．　６．　１ 12 20 20 20 120

2 上 布 田 調布ケ丘１－２０－１ S２１．　４．　１ 6 10 12 18 22 22 90

3 仙 川 仙川町１－２１－５ S４０．　４．　１ 6 18 18 22 110

4 ベ ネ ッ セ ひ ま わ り 小島町２－５３－５ H１６．　６　．１ 6 10 11 11 60

1 皐 月 小島町２－２０－３ S２６．　９．１２ 18 20 23 23 23 23 130

2 保 恵 学 園 富士見町３－１ S２６．　３．１５ 12 18 20 20 20 20 110

3 八 雲 台 八雲台１－３２－１ S４１．　４．　１ 9 14 17 20 100

ﾎ ﾟ ﾋ ﾟ ﾝ ｽ ﾞ ﾅ ｰ ｻ ﾘ ｰ ｽ ｸ ｰ ﾙ 調 布 西つつじヶ丘２－４－１ H１６．　４．　１ 15 17 18 50

ﾎ ﾟ ﾋ ﾟ ﾝ ｽ ﾞ ﾅ ｰ ｻ ﾘ ｰ ｽ ｸ ｰ ﾙ 調 布 分 園 西つつじヶ丘２－１－３１ H２３．　４．　１ 20 20 20 60

5 緑 ヶ 丘 緑ヶ丘２－２５ S４１．　６．　１ 12 20 22 22 22 22 120

子 供 の 家 こ す ず め 本 園 上石原１－２０－１６ S４４．　５．　１ 6 9 9 9 61

子 供 の 家 こ す ず め 分 園 上石原１－３６－２ H１５．　４．　１ 7 7 7 8 29

7 調 布 上 ノ 原 柴崎２－２４－４ S４５．　４．　１ 6 7 18 23 103

8 オ リ ン ピ ア 佐須町３－１－５ S４５．　５．　１ 12 19 19 15 15 15 95

9 双 葉 小島町３－２８－１ S４８．１０．　１　 10 12 14 20 24 25 105

10 二 葉 く す の き 国領町３－８－１５　１号棟 S５２．　４．　１ 10 12 18 18 20 22 100

11 み ゆ き 国領町８－１－３５　６号棟 S５５．　４．　１ 9 20 20 20 20 20 109

12 レ オ 染地２－８－３０ S５６．１０．　１ 12 20 22 22 120

13 と き わ ぎ 国 領 国領町８－２－６５ H１８．　４．　１ 9 10 10 11 11 11 62

14 調 布 ク オ レ 国領町４－１３－４２ H１８．　４．　１ 6 9 12 13 15 15 70

15 エ ン ゼ ル ラ ン ド 布田６－２３－８ H２０．　４．　１ 5 11 11 11 11 11 60

16 調 布 な な い ろ 多摩川１－１５－２ Ｈ２０．１０．　１ 6 14 20 20 20 20 100

17 調 布 城 山 深大寺南町３－１７－３５ Ｈ２０．１０．　１ 6 10 11 11 11 11 60

18 エ ン ゼ ル シ ー 布田３－２１－２ Ｈ２２．　４．　１ 9 15 15 15 15 15 84

19 に じ い ろ 保 育 園 柴 崎 柴崎１－２－１ Ｈ２３．　４．　１ 9 12 12 15 16 16 80

20 小 学 館 ア カ デ ミ ー ち ょ う ふ 布田４－２５－８ Ｈ２４．　４．　１ 9 15 15 15 15 15 84

21 東 京 YWCA ま き ば 国領町７－１１－１ Ｈ２５．　４．　１ 9 15 15 17 17 17 90

22 グ ロ ー バ ル キ ッ ズ 調 布 園 布田５－１７－６ Ｈ２５．　４．　１ 6 10 11 11 11 11 60

23 パ イ オ ニ ア キ ッ ズ 菊 野 台 園 菊野台３－２６－１７ Ｈ２５．　４．　１ 9 12 12 15 16 16 80

24 ぽ け っ と ラ ン ド 深 大 寺 深大寺南町４－９－１ Ｈ２５．　４．　１ 5 15 15 15 15 15 80

25 城 山 保 育 園 上 石 原 上石原３－８－１０ H25.7.8(H25.7.1認可) 9 15 24 24 24 24 120

26 パ イ オ ニ ア キ ッ ズ 仙 川 園 若葉町１－２７－３１ Ｈ２７．　４．　１ 6 10 11 11 11 11 60

27 パ イ オ ニ ア キ ッ ズ つ つ じ ヶ 丘 園 東つつじヶ丘２－４－４ Ｈ２７．　４．　１ 6 12 12 15 15 15 75

28 ヒ ュ ー マ ン ア カ デ ミ ー 上 石 原 上石原３－２１－３ Ｈ２７．　４．　１ 6 12 15 15 16 16 80

29 Gakken ほ い く え ん 国 領 国領町７－１７－３ Ｈ２７．　４．　１ 9 10 12 13 13 13 70

30 う ぃ ず 調 布 深 大 寺 深大寺東町５－３４－３ Ｈ２７．　４．　１ 6 12 14 16 16 16 80

31 こ ん ぺ い と う 富士見町１－３９－５４ Ｈ２７．　４．　１ 6 8 10 12 36

32 ヒ ュ ー マ ン ア カ デ ミ ー 調 布 多 摩 川 多摩川３－８－２ Ｈ２７．１０．　１ 6 12 16 18 19 19 90

33 京 王 キ ッ ズ プ ラ ッ ツ 国 領 国領町２－１７－３ Ｈ２８．　４．　１ 6 15 16 16 16 16 85

34 み ず べ の 保 育 園 小島町３－４９－１５ Ｈ２８．　４．　１ 5 15 15 15 15 15 80

35 レ イ モ ン ド 調 布 小島町３－１６－８ Ｈ２８．　４．　１ 9 15 15 17 17 17 90

36 調 布 ヶ 丘 ち と せ 調布ヶ丘３－７－７ Ｈ２８．　４．　１ 9 14 16 17 17 17 90

37 ア ー ト チ ャ イ ル ド ケ ア 仙 川 仙川町１－１６－７ ２F Ｈ２８．　４．　１ 3 6 6 6 6 6 33

38 パ イ オ ニ ア キ ッ ズ 第 ２ 仙 川 園 仙川町２－１２－９ Ｈ２９．　４．　１ 6 14 15 15 15 15 80

39 調 布 も み じ の 森 保 育 園 佐須町４－１１－２ Ｈ２９．　４．　１ 6 11 11 11 11 11 61

40 調 布 エ ン ジ ェ ル 保 育 園 調布ヶ丘１－２３－１ Ｈ２９．　４．　１ 6 14 15 15 15 15 80

41 ピ ノ キ オ 幼 児 舎 つ つ じ ヶ 丘 保 育 園 西つつじヶ丘３－３０－１－１階 Ｈ２９．　４．　１ 6 6 7 7 7 7 40

グ ラ ン 仙 川 ち と せ 保 育 園 仙川町３－３－２１ 　R２．　４．　１ 3 5 5 29 29 29 100

プ テ ィ 仙 川 ち と せ 保 育 園 緑ケ丘２－５６－３ Ｈ２９．　６．　１ 6 20 24 50

43 菊 野 台 か し の み 保 育 園 菊野台１－３４－１８ Ｈ３０．　４．　１ 9 15 16 16 17 17 90

44 ブ ラ イ ト 保 育 園 調 布 仙 川 仙川町３－１７－６ Ｈ３０．　４．　１ 5 10 15 15 17 17 79

45 パ イ オ ニ ア キ ッ ズ 柴 崎 園 菊野台２－２３－５－２階 Ｈ３０．　４．　１ 6 10 11 11 11 11 60

46 し き の 森 保 育 園 下石原２－５４－１ Ｈ３０．　４．　１ 6 14 15 15 15 15 80

47 つ つ じ ヶ 丘 ど ろ ん こ 保 育 園 東つつじヶ丘１－６－２５ Ｈ３０．　４．　１ 6 15 18 18 18 18 93

48 ち ょ う ふ の ぞ み 保 育 園 布田４－５－３４ Ｈ３０．　４．　１ 9 12 17 17 17 18 90

49 深 大 寺 元 町 ち と せ 保 育 園 深大寺元町１－１０－８ Ｈ３０．　４．　１ 9 12 14 15 15 15 80

50 深 大 寺 東 町 ち と せ 保 育 園 深大寺東町１－１４－１ Ｈ３０．　４．　１ 9 12 18 20 20 21 100

51 太 陽 の 子 つ つ じ ヶ 丘 保 育 園 西つつじヶ丘４－２９－１ Ｈ３０．　４．　１ 9 14 14 14 14 15 80

リ ト ル キ ッ ズ ス タ ー 本 園 西つつじヶ丘４－１６－８ Ｈ３１．　１．　１ 16 16 16 48

リ ト ル キ ッ ズ ス タ ー 分 園 菊野台３－２１－１６ Ｈ３１．　２．　１ 6 12 16 34

53 お お た か の 空 保 育 園 入間町２－２８ Ｈ３１．　４．　１ 12 25 30 30 30 30 157

54 京 王 キ ッ ズ プ ラ ッ ツ 多 摩 川 多摩川４－３９－１ Ｈ３１．　４．　１ 6 8 8 8 8 8 46

55 ち い は ぐ ・ 飛 田 給 飛田給２－２１－２YAHIROビル１F 　R２．　４．　１ 6 6 6 8 8 8 42

56 パ イ オ ニ ア キ ッ ズ ち ょ う ふ 園 布田３－７－３ 　R３．　４．　１ 6 15 15 15 15 15 81

57 調 布 そ ら い ろ 保 育 園 小島町１－１６－３ 　R３．　４．　１ 6 10 11 11 11 11 60

58 ぽ け っ と ラ ン ド 仙 川 仙川町２－１４－５ 　R３．　４．　１ 6 15 18 18 18 18 93

59 木 下 の 保 育 園 調 布 駅 前 布田３－４－３ 　R３．　４．　１ 6 13 14 14 14 14 75

60 布 田 そ ら い ろ 保 育 園 布田６－４７－２ 　R４．　４．　１ 6 14 15 15 15 15 80

社福

社福

社福

株式会社

社福

社福

社福

株式会社

社福

社福

社福

株式会社

社福

社福

社福

株式会社

株式会社

44

学校法人

社福

社福

株式会社

社福

社福

社福

社福

社福

社福

社福

株式会社

社福

社福

社福

株式会社

社福

株式会社

社福

株式会社

株式会社

社福

株式会社

社福

社福 28

社福

社福 49

社福

40

市 48

市 50

市 44

株式会社

48

22

46

社福

宗教法人

社福

社福

株式会社

社福

開 園 年 月 日
認 可 定 員

公設
公営

市 40

市 50

市 48

市 50

市 50

区分 No. 施 設 名 住 所

株式会社

4

42

6

民設
民営

52

公
　
　
　
立

民設
民営

(公私連携)

私
　
　
　
立

社福

社福

株式会社

社福

社福

社福

社福

株式会社

公財法人

株式会社

社福

NPO法人

社福

学校法人

社福  
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２  公 立 及 び 私 立 保 育 園 に お け る 保 育 サ ー ビ ス と 運 営 状 況 の 比 較  

 (1)  開 所 時 間  

公 立 保 育 園 で は ， ８ 園 全 て が １ ９ 時 ま で の 開 所 と な っ て い ま

す 。 一 方 で ， 私 立 保 育 園 で は ， ２ ０ 時 ま で 開 所 し て い る 園 の 方

が 多 く な っ て い ま す 。

7：00～19：00 7：00～20：00

公立 ８園 － ８園

私立
（公私連携園含む）

２６園 ３８園 ６４園

合計 ３４園 ３８園 ７２園

（令和４年４月１日時点）

区分
開所時間

施設合計

 

(2)  受 入 開 始 月 齢  

公 立 保 育 園 で は ， 満 ３ か 月 か ら の 受 入 れ が 多 く な っ て い ま す 。

一 方 で ， 私 立 保 育 園 の 大 半 は ， 生 後 ５ ７ 日 か ら 受 入 れ を 行 っ て

い ま す 。

生後57日 満３か月

公立 ２園 ６園 ８園

私立
（公私連携園含む）

６３園 １園 ６４園

合計 ６５園 ７園 ７２園

区分
受入開始月齢

施設合計

（令和４年４月１日時点）

 

 (3)  一 時 預 か り 保 育  

公 立 保 育 園 で は ， 定 員 の 空 き が 恒 常 的 に あ る 場 合 に 限 り ， 一

時 預 か り 保 育 を 実 施 し て い ま す 。 一 方 で ， 私 立 保 育 園 で は ，「 空

き 定 員 利 用 型 」 の ほ か ， 専 用 室 を 設 け て 一 時 預 か り 保 育 を 実 施

し て お り ， 保 護 者 の 断 続 的 就 労 や 急 病 等 に よ る 一 時 的 な 保 育 ニ

ー ズ に 対 応 し て い ま す 。

（令和４年４月１日時点）

空き定員利用型 専用室設置型

公立 ３園 ０園 ３園

私立
（公私連携園含む）

１園 ８園 ９園

合計 ４園 ８園 １２園

区分
一時預かり

施設合計

 

(4)  障 害 児 保 育  

現 在 ， 公 立 ， 私 立 を 問 わ ず ， 全 て の 認 可 保 育 園 に お い て ， で き

る 限 り 障 害 児 の 受 入 れ を 行 っ て い ま す 。  
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(5)  運 営 費  

認 可 保 育 園 の 運 営 に お い て は ， 公 立 保 育 園 の 場 合 は ， 市 職 員 の

人 件 費 や 施 設 管 理 費 等 の 直 接 経 費 を 支 出 し て い ま す 。 一 方 ，私 立

保 育 園 の 場 合 は ， 定 員 規 模 や 職 員 配 置 状 況 に よ っ て 算 出 さ れ る

「 国 が 定 め た 価 格 に 基 づ く 運 営 費 」と 保 育 内 容 の 充 実 に 要 す る 経

費 と し て 市 が 独 自 で 支 出 す る「 市 上 乗 せ 補 助 金 」を 合 わ せ た 額 を

運 営 費 と し て 支 出 し て い ま す 。  

ま た ， 公 立 保 育 園 は ， 国 や 東 京 都 か ら の 補 助 制 度 が な い た め ，

運 営 費 の 全 額 を 市 が 負 担 し て い る の に 対 し て ， 私 立 保 育 園 は ， 運

営 費 の 一 部 を 国 及 び 東 京 都 が 負 担 す る 制 度 と な っ て い る た め ，市

の 財 政 負 担 が 軽 減 さ れ る 仕 組 み と な っ て い ま す 。  

ア  公 立 保 育 園 に 係 る 市 負 担 額 （ １ 園 当 た り ）   単 位 ： 千 円  

 

 

 

 

 

※  令 和 ３ 年 度 決 算 に よ る 公 立 （ 公 設 公 営 ） 保 育 園 ８ 園 の 平 均 額  

※  千 円 未 満 を 四 捨 五 入 し て い る た め ， 各 項 目 の 数 値 の 合 計 と 合 計 欄 の 数

値 が 異 な る 場 合 が あ り ま す 。  

 

イ  私 立 保 育 園 に 係 る 市 負 担 額 （ １ 園 当 た り ）   単 位 ： 千 円  

 

 

 

 

 

※  公 立 （ 公 設 公 営 ） 保 育 園 ８ 園 が 私 立 保 育 園 だ っ た 場 合 の 平 均 試 算 額  

※  千 円 未 満 を 四 捨 五 入 し て い る た め ， 各 項 目 の 数 値 の 合 計 と 合 計 欄 の 数

値 が 異 な る 場 合 が あ り ま す 。  

市負担額（C)（A-B）

人件費 134,202 保育料 9,332

施設管理費 15,264

保育園運営費 34,605

合計 184,072 12,950 171,122

副食費 3,618

歳出額（A） 歳入額（B）

171,122

市負担額（F)（D-E）

国庫負担金 44,619

都負担金 22,310

運営費

（市上乗せ補助金）
66,017 保育料 9,332

合計 177,377 76,261 101,116

歳出額（D） 歳入額（E）

運営費

（国が定めた価格）
111,361

101,116
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３   公 立 保 育 園 の 老 朽 化 状 況  

市 内 の 公 立 保 育 園 ８ 園 の う ち ６ 園 は ，築 ４ ５ 年 以 上 が 経 過 し ，施

設 の 老 朽 化 が 進 ん で い ま す 。そ の た め ，今 後 に お け る 適 切 な 維 持 管

理 や 改 修 な ど の ほ か ，将 来 的 な 更 新 な ど に 係 る 財 源 確 保 が 課 題 と な

っ て い ま す 。  

な お ，公 立 保 育 園 を 建 て 替 え る 場 合 ，保 育 施 設 の 整 備 に 関 す る 費

用 は 市 の 全 額 負 担 と な り ま す 。一 方 で ，私 立 保 育 園 を 整 備 す る 場 合

は ，運 営 法 人 に 対 し て ，市 が 補 助 金 を 交 付 す る こ と と な り ま す 。こ

の 場 合 ，運 営 費 と 同 様 に ，市 は 国 ・ 東 京 都 か ら 保 育 施 設 の 整 備 に 関

す る 補 助 金 等 を 受 け る こ と が 可 能 と な る た め ，公 立 保 育 園 を 整 備 す

る 場 合 と 比 較 し て ，現 在 の 補 助 制 度 に お い て ，市 の 負 担 は １ ０ 分 の

１ 程 度 ま で 軽 減 さ れ ま す 。  

【 公 立 保 育 園 の 老 朽 化 状 況 】

建設年度 経過年数

1 下布田保育園 布田2丁目 昭和49（1974）年度 48 年

2 金子保育園 西つつじヶ丘4丁目 平成元（1989）年度 33 年

3 上石原保育園 上石原2丁目 平成11（1999）年度 23 年

4 第五保育園 国領町3丁目 昭和43（1968）年度 54 年

5 神代保育園 西つつじヶ丘1丁目 昭和46（1971）年度 51 年

6 宮の下保育園 上石原3丁目 昭和46（1971）年度 51 年

7 富士見保育園 富士見町2丁目 昭和48（1973）年度 49 年

8 東部保育園 若葉町1丁目 昭和49（1974）年度 48 年

No. 保育園名 町丁目
建設時期

 

【 保 育 施 設 整 備 に 関 す る 市 の 費 用 負 担 割 合 】  

≪　公立保育園を整備する場合　≫

≪　私立保育園を整備する場合　≫

市
負担

約1/10

事業者
負担

約1/10

国
負担

約6/10

都
負担

約2/10

※　国，東京都から受ける補助金の補助率は各種要件により変動するため，上記の負担割合は，過去の実績
　等を参考に平均的な内容を掲載しています。

市
負担

10/10
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公立保育園における  

民間活力の活用の前提  
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1  市 に お け る 計 画 へ の 位 置 付 け  

(1)  調 布 市 保 育 総 合 計 画 （ 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 策 定 ）  

市 は ，平 成 ２ ４ 年 ６ 月 に 施 設 整 備 計 画 や 保 育 園 運 営 業 務 の 効 率

化 等 に つ い て ， 今 後 の 市 に お け る 保 育 の あ り 方 を 定 め た 「 調 布

市 保 育 総 合 計 画 」 を 策 定 し ま し た 。  

そ の 中 で は ，公 立 保 育 園 の 運 営 主 体 の 見 直 し の 方 向 を 示 し て い

ま す 。  

【 調 布 市 保 育 総 合 計 画 （ 抜 粋 要 約 ）】  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  行 革 プ ラ ン  

行 革 プ ラ ン は ，市 に お け る 行 財 政 改 革 の 具 体 的 な 取 組 を 示 す も

の で あ り ，限 り あ る 経 営 資 源 を 効 果 的・効 率 的 に 最 大 限 活 用 す る

中 で ，質 の 高 い 市 民 サ ー ビ ス を 将 来 に わ た り 持 続 的 に 提 供 し て い

く こ と を 目 指 し て い ま す 。行 革 プ ラ ン で は ，質 の 高 い 市 民 サ ー ビ

ス の 提 供 や 費 用 対 効 果 な ど を 総 合 的 に 考 慮 し た う え で ，民 間 に 委

ね る こ と が 妥 当 な も の に つ い て は ，積 極 的 に 民 間 活 力 の 活 用 を 図

っ て い く こ と と し て お り ，市 民 サ ー ビ ス の 提 供 主 体 の 見 直 し を 進

め る こ と を 市 の 方 針 と し て 示 し て い ま す 。  

   な お ，公 立 保 育 園 に お け る 民 間 活 力 の 活 用 に 関 し て は ，行 革 プ

ラ ン ２ ０ １ ５ （ 平 成 ２ ７ 年 度 ～ 平 成 ３ ０ 年 度 ） 及 び 行 革 プ ラ ン 

２ ０ １ ９ （ 令 和 元 年 度 ～ 令 和 ４ 年 度 ） に 位 置 付 け ， そ の 取 組 を 進

め る こ と と し て い ま す 。  

「 公 立 保 育 園 の 運 営 主 体 の 見 直 し 」  

今 後 も ， 積 極 的 に 民 間 活 力 を 活 用 し ， 運 営 主 体 の 見 直 し を 検 討 し

て い き ま す 。  

現 在 １ ２ 園 あ る 公 立 保 育 園 を ４ 園 程 度 に 限 定 し て ， 運 営 主 体 の 見

直 し を 進 め て い き ま す 。  

な お ， 対 象 園 や 見 直 し 年 度 等 に つ い て は ， 別 途 ， 個 別 計 画 を 策 定

す る 中 で 検 討 し て い き ま す 。  
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【 行 革 プ ラ ン ２ ０ １ ５ の 年 度 別 計 画 （ 見 直 し 後 ）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

【 行 革 プ ラ ン ２ ０ １ ９ の 年 度 別 計 画 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  調 布 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 （ 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 策 定 ）  

    市 は ，今 後 の 公 共 施 設 等 の 総 合 的 か つ 計 画 的 な 管 理 に 関 す る 市

の 基 本 的 な 考 え 方 を 示 す 当 計 画 の 中 で ，３ つ の 基 本 方 針 の 一 つ に

「 民 間 活 力 等 の 活 用 」 を 掲 げ て い ま す 。  

【 調 布 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 （ 抜 粋 要 約 ）】  

 

 

 

 

 

 

 

「 基 本 方 針 ３  民 間 活 力 等 の 活 用 」  

 市 民 サ ー ビ ス の 適 切 な 提 供 や 費 用 対 効 果 な ど を 総 合 的 に 考 慮 し た う

え で ， 民 間 で で き る こ と は 民 間 に 委 ね る と い う 考 え の 下 ， 民 間 活 力 等  

の 活 用 を 進 め て い き ま す 。  

プラン１５

内容

年度別計画

平成２７(２０１５)年度 平成２８(２０１６)年度 平成２９(２０１７)年度 平成３０(２０１８)年度

◆保育総合計画に基づく個別計画
の策定検討

◆個別計画の策定 ◆公立保育園の在り方に関する
検討

◆公立保育園における民間活力
の活用に関する検討

◆公立保育園における民間活
力の活用に関する方針の決定

公立保育園における民間活力の活用 担当課 子ども政策課・保育課

「調布市保育総合計画」に基づき，保育園における民間活力の活用を検討します。
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２   公 立 保 育 園 の 役 割  

  本 項 で は ，公 立 保 育 園 と 私 立 保 育 園 の 違 い に 留 意 し な が ら ，公 立

保 育 園 が 現 在 担 っ て い る 役 割 ，又 は 今 後 担 っ て い く べ き 役 割 に つ い

て ，「 調 布 市 公 立 保 育 園 の あ り 方 検 討 委 員 会 」，「 公 立 保 育 園 及 び 児

童 館 の 在 り 方 ，運 営 形 態 に 関 す る 検 討 会 」で の 検 討 結 果 を 踏 ま え つ

つ ， 次 の と お り 整 理 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

(1)  保 育 の 質 の 確 保 ・ 向 上  

   ア  堅 実 な 保 育 の 実 施  

公 立 保 育 園 で は ，厚 生 労 働 省 が 定 め る 保 育 所 保 育 指 針 及 び 調

布 市 保 育 マ ニ ュ ア ル 等 に 基 づ く 堅 実 な 保 育 を 実 施 し て い ま す 。

民 間 保 育 施 設 に お い て は ，公 立 保 育 園 が 実 施 す る 堅 実 な 保 育 を

踏 ま え つ つ ，各 々 が 特 色 あ る 個 性 豊 か な 保 育 を 実 施 す る こ と が

期 待 さ れ ま す 。  

な お ， 市 は ， 保 育 の 質 の 確 保 ・ 向 上 を 図 る た め ， 公 立 保 育  

園 の 園 長 経 験 者 等 で あ る 保 育 ア ド バ イ ザ ー に よ る 巡 回 の ほ か ，

子 ど も・子 育 て 支 援 法 に 基 づ く 指 導 検 査 を 実 施 し て い ま す 。市

が 公 立 保 育 園 を 直 接 運 営 す る こ と は ，前 述 の 保 育 ア ド バ イ ザ ー

の 質 や 指 導 検 査 能 力 を 担 保 す る こ と に も 繋 が っ て い ま す 。  

  ≪ 具 体 的 な 取 組 ≫  

(ｱ)  保 育 所 保 育 指 針 及 び 調 布 市 保 育 マ ニ ュ ア ル 等 に 基 づ い た

保 育 の 実 施  

(ｲ)  積 極 的 な 情 報 発 信 （ マ ニ ュ ア ル の 共 有 化 等 ）  

(ｳ)  施 策 の 研 究 ， 検 証 の 場 と し て の 活 用  

保育のセーフティネット

〇特別な支援が必要な子どもの保育の実施

〇災害時・緊急時の対応

〇保育需要の変動に伴う対応

【　公立保育園の役割　】

保育の質の確保・向上

〇堅実な保育の実施

〇民間保育施設との連携

〇子育て家庭への支援
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   イ  民 間 保 育 施 設 と の 連 携  

令 和 ４ 年 ４ 月 時 点 で ，市 内 の 認 可 保 育 園 に 占 め る 民 間 保 育 施  

設 の 割 合 は 約 ９ 割 と な っ て お り ，市 全 体 の 保 育 の 質 の 確 保・向

上 を 図 る う え で は ，民 間 保 育 施 設 の 保 育 の 質 を い か に 担 保 し て

い く か が 重 要 と な り ま す 。公 立 保 育 園 に は ，民 間 保 育 施 設 と 連

携 し ，そ の 目 的 達 成 に 寄 与 す る こ と が 求 め ら れ ま す 。ま た ，民

間 保 育 施 設 と の 連 携 や 交 流 は ，公 立 保 育 園 の 職 員 に と っ て も 学

び や 気 付 き ，意 識 啓 発 の 機 会 と な り ，公 立 保 育 園 の 保 育 の 質 の

確 保 ・ 向 上 の 観 点 か ら の 効 果 も 期 待 さ れ ま す 。  

  ≪ 具 体 的 な 取 組 ≫  

(ｱ)  職 員 交 流 ・ 人 材 育 成 （ 交 流 保 育 ， 研 修 会 ）  

(ｲ)  研 修 等 の 受 入 れ（ 子 育 て 支 援 員 研 修 ，イ ン タ ー ン シ ッ プ 等 ） 

(ｳ)  施 設 の 開 放 ・ 備 品 等 の 貸 出 し （ 園 庭 ・ プ ー ル の 開 放 等 ）  

  ウ  子 育 て 家 庭 へ の 支 援  

保 育 施 設 等 を 利 用 し て い な い 子 育 て 家 庭 へ の 支 援 は ，市 の 重  

要 な 役 割 で あ る と と も に ，公 立 ，私 立 を 問 わ ず 保 育 所 が 積 極 的  

に 取 り 組 む べ き 役 割 で あ る こ と を 保 育 所 保 育 指 針 に 明 記 し て い

ま す 。 ま た ， 要 保 護 家 庭 及 び そ の 家 族 の 支 援 も ， 保 育 所 が 担 う

重 要 な 役 割 と な っ て い ま す 。 公 立 保 育 園 は ， 保 健 セ ン タ ー や 児

童 館 ， 子 ど も 家 庭 支 援 セ ン タ ー 等 ， 市 の 関 連 機 関 と の 連 携 が 取

り や す い た め ， そ の 利 点 を 活 か し た 支 援 を 行 っ て い く こ と が 求

め ら れ ま す 。  

≪ 具 体 的 な 取 組 ≫  

(ｱ)  育 児 相 談  

(ｲ)  園 庭 開 放 ・ 給 食 体 験  

 (ｳ)  育 児 講 座 （ 離 乳 食 講 座 等 ）  
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(2)  保 育 の セ ー フ テ ィ ネ ッ ト  

   ア  特 別 な 支 援 が 必 要 な 子 ど も の 保 育 の 実 施  

複 雑 な 家 庭 環 境 や 障 害・ア レ ル ギ ー 等 に よ る 特 別 な 支 援 が 必

要 な 子 ど も の 受 入 れ に つ い て は ，公 立 ，私 立 を 問 わ ず 適 切 に 実

施 で き る よ う 取 り 組 ん で い ま す 。し か し な が ら ，人 材 や 設 備 の

制 約 等 に よ り ，民 間 保 育 施 設 で の 対 応 が 困 難 な ケ ー ス が あ る こ

と も 事 実 で す 。そ の よ う な ケ ー ス に お い て は ，公 立 保 育 園 が 中

心 と な り ，保 健 セ ン タ ー や 子 ど も 家 庭 支 援 セ ン タ ー ，子 ど も 発

達 セ ン タ ー 等 の 市 の 関 係 機 関 と 連 携 を 図 り な が ら ，保 育 の セ ー

フ テ ィ ネ ッ ト と し て 機 能 す る べ く 対 応 し て い き ま す 。  

≪ 具 体 的 な 取 組 ≫  

(ｱ)  私 立 保 育 園 で の 受 入 れ が 困 難 な ケ ー ス へ の 対 応  

(ｲ)  障 害 児 保 育 の 受 入 枠 の 拡 大  

(ｳ)  医 療 的 ケ ア 児 の 保 育  

  イ  災 害 時 ・ 緊 急 時 の 対 応  

地 震 や 風 水 害 等 の 大 規 模 な 災 害 が 発 生 し た 際 に は ，子 ど も の  

安 心 ，安 全 を 最 優 先 に 各 保 育 施 設 が 応 急 的 な 対 応 を 取 る こ と と

な り ま す 。し か し ，中 に は 建 物・設 備 の 毀 損 等 に よ り ，保 育 の

継 続 が 困 難 と な る 保 育 施 設 が 生 じ る こ と も 想 定 さ れ ま す 。公 立

保 育 園 に お い て は ，そ の よ う な 場 合 に お け る 人 的 ，物 的 な 支 援

や ，在 園 児 以 外 の 子 ど も も 含 め た 応 急 的 な 保 育 等 ，状 況 に 応 じ

た 対 応 が 求 め ら れ ま す 。ま た ，災 害 時 に 限 ら ず ，民 間 保 育 施 設

に お け る 保 育 の 継 続 が 困 難 と な る よ う な 緊 急 的 な 状 況 が 生 じ

た 場 合 に お い て も ，市 内 に お け る 保 育 の セ ー フ テ ィ ネ ッ ト と し

て ， 公 立 保 育 園 に は 適 切 な 対 応 が 求 め ら れ ま す 。  

≪ 具 体 的 な 取 組 ≫  

(ｱ)  災 害 時 ・ 緊 急 時 の 支 援  

(ｲ)  災 害 時 対 応 マ ニ ュ ア ル の 整 備 ・ 更 新  
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ウ  保 育 需 要 の 変 動 に 伴 う 対 応  

    市 の 待 機 児 童 は ，令 和 ４ 年 ４ 月 時 点 で ，１ 歳 児 に 集 中 し て い

る 一 方 で ，他 の 年 齢 の ク ラ ス で は ，定 員 が 割 れ る 保 育 施 設 も 増

え て き て い ま す 。公 立 保 育 園 に お い て は ，民 間 保 育 施 設 の 利 用

状 況 等 を 勘 案 し ， ０ 歳 児 の 在 籍 人 数 を １ 歳 児 に 振 り 替 え る 等 ，

保 育 需 要 を 踏 ま え た 柔 軟 な 運 用 定 員 の 変 更 を 行 い ま す 。  

≪ 具 体 的 な 取 組 ≫  

(ｱ)  保 育 需 要 を 踏 ま え た 定 員 設 定  

 

３  効 果 的 で 持 続 可 能 な 保 育 サ ー ビ ス の 提 供 に 向 け た 取 組 の 推 進  

第 ３ 章 で 述 べ た と お り ， 市 は ， 私 立 認 可 保 育 園 の 誘 致 ・ 整 備 を  

中 心 に 待 機 児 童 対 策 を 推 進 し ，認 可 保 育 所 等 の 定 員 数 を 拡 大 し て き

た 一 方 ，市 に お け る 保 育 園 の 運 営 経 費 が 大 幅 に 増 加 し て お り ，今 後

の 保 育 ニ ー ズ に 対 応 し て い く た め に は ，ハ ー ド ・ソ フ ト の 両 面 で 必

要 と な る 財 源 の 確 保 を 考 え て い か な け れ ば な り ま せ ん 。  

他 方 ，市 が 実 施 し て い る 指 導 検 査 で は ，公 立 と 私 立 の 認 可 保 育 園

が 同 等 の 保 育 サ ー ビ ス を 提 供 し な が ら ，そ れ ぞ れ 特 色 あ る 保 育 を し

て い る こ と を 確 認 し て い ま す 。ま た ，私 立 認 可 保 育 園 は ，公 立 と は

異 な り ，そ の 運 営 費 に 対 し て ，国 や 東 京 都 か ら の 補 助 が あ り ，認 可

保 育 園 の 運 営 に 関 す る 財 源 確 保（ 市 の 財 政 負 担 軽 減 ）が 可 能 と な っ

て い ま す 。  

市 は ， 第 ２ 章 子 ど も を 取 り 巻 く 状 況 ， 第 ３ 章 認 可 保 育 所 （ 公 立 ・

私 立 ）の 状 況 及 び 前 項 で 述 べ た 公 立 保 育 園 の 役 割 を 踏 ま え ，現 在 の

保 育 の 質 を 確 保 し つ つ ，待 機 児 童 対 策 や 子 育 て 家 庭 へ の 支 援 を 含 め ，

多 様 化 す る 保 育 ニ ー ズ に 柔 軟 に 対 応 す る と と も に ，効 果 的 で 持 続 可

能 な 保 育 サ ー ビ ス を 提 供 し て い く た め ，現 在 の 公 立 保 育 園 に お い て ，

一 層 の 民 間 活 力 の 活 用 を 推 進 し ま す 。  
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第５章  

 

公設公営保育園における民間活力  

活用の方針及び具体的な取組  
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１  基 本 的 な 方 針  

 

 

 

 

 

公 立（ 公 設 公 営 ）保 育 園 ４ 園 を 対 象 に 民 間 活 力 を 活 用 す る こ と で ，

保 護 者 の 働 き 方 に 合 わ せ た 保 育 時 間 の 延 長 な ど ，現 在 の 公 立 保 育 園

だ け で は 応 え き れ て い な い 多 様 な 保 育 ニ ー ズ へ の 対 応 に 取 り 組 み

ま す 。  

ま た ，公 立（ 公 設 公 営 ）保 育 園 を ８ 園 か ら ４ 園 に す る こ と に 伴 い ，

国 や 東 京 都 か ら の 財 源 確 保 に つ な げ る だ け で な く ，新 た な 財 政 負 担

を 抑 え る こ と に 留 意 す る 中 で ，特 別 な 支 援 が 必 要 な 子 ど も の 保 育 の

実 施 な ど ，公 立 保 育 園 と し て の 役 割 を 将 来 に わ た っ て 安 定 的 に 果 た

す た め の 環 境 を 整 え ま す 。  

 

２  当 面 の 実 施 期 間  

 

 

 

 

 

 

 

 基 本 的 な 方 針 に 基 づ く 取 組 の 当 面 の 実 施 期 間 は ，令 和 ４ 年 度 か ら

令 和 １ ２ 年 度 ま で の ９ 年 間 と し ま す 。  

な お ，民 間 活 力 の 活 用 に つ い て は ，一 定 期 間 に お け る 取 組 結 果 等

を 検 証 し た う え で ，そ の 後 の 取 組 に 反 映 さ せ て い く た め ，上 記 の 実

施 期 間 内 に お い て は ，先 行 し て ２ 園 を 対 象 と し た 取 組 を 進 め て い き

ま す 。  

公立（公設公営）保育園８園のうち４園を対象に  

民間活力を活用します  

令和１２年度までに，  

先行して２園を対象とした取組を進めます  

※先 行す る ２園 の取 組を 検 証し ，  

その 後 の ２ 園の 取組 へ反 映 しま す  
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３  実 施 対 象 園  

 (1)  当 面 の 対 象 園  

公 立（ 公 設 公 営 ）保 育 園 ８ 園 全 て を 対 象 と し て ，民 間 活 力 の 活

用 を 検 討 し ， そ の う ち ２ 園 に お い て ， 令 和 １ ２ 年 度 ま で に ， 先 行

し て 民 間 活 力 の 活 用 に 取 り 組 み ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

ま た ，実 施 対 象 園 の 選 定 に 当 た っ て は ，施 設 の 老 朽 化 の 状 況 や

地 域 バ ラ ン ス ， 地 域 の 保 育 需 要 等 を 総 合 的 に 勘 案 す る ほ か ， 複

合 施 設 と な っ て い る 公 立 保 育 園 に つ い て は ， 施 設 の 権 利 関 係 や

責 任 の 範 囲 等 も 整 理 し ま す 。  

な お ， 具 体 的 な 実 施 対 象 園 に つ い て は ， 随 時 ， 市 民 へ 周 知 し

て い き ま す 。

建設年度 経過年数

1 下布田保育園 ９０人 布田2丁目 下布田ふれあいの家（２Ｆ） 昭和49（1974）年度 48 年

2 金子保育園 １００人 西つつじヶ丘4丁目 － 平成元（1989）年度 33 年

3 上石原保育園 １２０人 上石原2丁目 上石原ふれあいの家（１Ｆ） 平成11（1999）年度 23 年

4 第五保育園 １００人 国領町3丁目 図書館国領分館（２Ｆ） 昭和43（1968）年度 54 年

5 神代保育園 １００人 西つつじヶ丘1丁目 図書館神代分館（２Ｆ） 昭和46（1971）年度 51 年

6 宮の下保育園 １００人 上石原3丁目 図書館宮の下分館（２Ｆ） 昭和46（1971）年度 51 年

7 富士見保育園 １００人 富士見町2丁目 図書館富士見分館（２Ｆ） 昭和48（1973）年度 49 年

8 東部保育園 １００人 若葉町1丁目
東部児童館・学童クラブ（１Ｆ）
東部公民館（２Ｆ）

昭和49（1974）年度 48 年

No. 保育園名 定員 町丁目
建設時期

複合施設

 

 

下布田保育園

金子保育園

上石原保育園

第五保育園

神代保育園

宮の下保育園

富士見保育園

東部保育園

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度施設名/年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

左記８園のうち，いずれか

２園において民間活力を活用します。
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 (2)  将 来 的 な 対 象 園 （ ３ ， ４ 園 目 ）  

   先 行 し て 民 間 活 力 を 活 用 す る ２ 園 の 実 施 結 果 等 を 検 証 し た う

え で ，さ ら に ，２ 園 を 対 象 と し て ，令 和 １ ３ 年 度 以 降 に 民 間 活 力

の 活 用 に 取 り 組 み ま す 。  

な お ， 将 来 的 な 取 組 を 検 討 す る 段 階 に お い て ， 既 存 の 認 可 保 育

園 の 定 員 割 れ が 恒 常 化 し て い る な ど ，地 域 の 保 育 供 給 量 が 十 分 確

保 さ れ て い る と 判 断 さ れ る 場 合 に は ，公 立 保 育 園 に お け る 民 間 活

力 の 活 用 に 限 定 せ ず ，公 立 保 育 園 自 体 の 統 廃 合 も 含 め た 検 討 を 行

い ま す 。   

施設名/年度 令和13年度以降

下布田保育園

金子保育園

上石原保育園

第五保育園

神代保育園

宮の下保育園

富士見保育園

東部保育園

先行した民間活力を活用した公立（公設公営）保育園を除く６園のうち

２園において民間活力を活用します。
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４  民 間 活 力 の 活 用 手 法  

 (1)  基 本 的 な 考 え 方  

ア  公 私 連 携 型 保 育 所 制 度 の 活 用  

民 間 活 力 の 活 用 に 当 た っ て は ， 公 設 民 営 保 育 園 と 同 様 に ， 公

私 連 携 型 保 育 所 制 度 の 活 用 を 優 先 的 に 検 討 し ま す 。  

公 私 連 携 型 保 育 所 制 度 と は ， 児 童 福 祉 法 第 ５ ６ 条 の ８ に 規 定

さ れ て い る 保 育 所 の 運 営 に 関 す る 仕 組 み で あ り ， 市 と 「 協 定 」

を 締 結 し ， 公 私 連 携 法 人 と し て 市 か ら 指 定 を 受 け た 法 人 が 運 営

す る 保 育 所 を 公 私 連 携 型 保 育 所 と す る も の で あ り ，市 と「 協 定 」

を 締 結 す る こ と で 一 定 の 市 の 関 与 を 残 し つ つ ， 私 立 保 育 園 と し

て 運 営 す る 手 法 で す 。  

公 私 連 携 型 保 育 所 は ，一 般 的 な 私 立 保 育 園 と は 異 な り ，「 市 と

の 協 定 」 を 締 結 し て い る こ と で ， 市 の 考 え 方 （ 待 機 児 童 数 の 多

い １ 歳 児 の 受 入 枠 （ 定 員 ） の 拡 大 や 延 長 保 育 ， 一 時 預 か り の 実

施 な ど 多 様 な 保 育 ニ ー ズ へ の 対 応 ） も 踏 ま え た 保 育 園 運 営 を 行

っ て も ら う こ と が 可 能 と な り ま す 。  

ま た ， 私 立 保 育 園 で あ る こ と か ら ， 新 た に ， 国 ・ 東 京 都 か ら

保 育 園 運 営 に 関 す る 補 助 金 等 の 交 付 を 受 け る こ と （ 財 源 確 保 ，

市 の 財 政 負 担 軽 減 ） が 可 能 と な り ， 持 続 可 能 な 保 育 サ ー ビ ス の

提 供 に 寄 与 す る こ と が 期 待 で き ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

【 公 私 連 携 型 保 育 所 制 度 の イ メ ー ジ 】  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

【 公 私 連 携 型 保 育 所 へ 移 行 し た 場 合 の 財 政 効 果 ※ （ 運 営 費 ・ 概 算 ）】  

 

 

 

 

 

 

 

 
※  千 円 未 満 を 四 捨 五 入 し て い る た め ， 各 項 目 の 数 値 の 合 計 と 合 計 欄 の 数 値

が 異 な る 場 合 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

                             
※  【 参 考 】 「 公 設 民 営 保 育 園 」 を 公 私 連 携 型 保 育 所 へ 移 行 し た 財 政 効 果 実 績  

令 和 ２ 年 度：深 大 寺 保 育 園 を 公 私 連 携 型 保 育 所 へ 移 行 し 8 3 , 8 6 3 千 円 の 財 政 効 果

と な り ま し た 。  

令 和 ３ 年 度 ： 上 布 田 保 育 園 と 仙 川 保 育 園 を 公 私 連 携 型 保 育 所 へ 移 行 し 深 大 寺 保

育 園 を 合 わ せ た ３ 園 で 2 2 7 , 1 6 8 千 円 の 財 政 効 果 と な り ま し た 。  

公 私 連 携  

法 人  

協 定 締 結  

公 私 連 携 法 人 の 指 定  

市 を 経 由 し て 設 置 の 届 出  

東 京 都  

設 置 の 届 出  

 
調 布 市  

市 有 財 産 （ 土 地 ・ 建 物 ・ 備 品 ） を 活 用 す る 場 合 は ， 使 用 に 関 す る

基 本 的 事 項 を 協 定 に よ り 定 め る こ と に な り ま す 。「 無 償 又 は 廉 価 で

の 貸 付 け 」 又 は 「 譲 渡 」 の い ず れ か を 選 択 す る こ と が 可 能 で す 。  

公 立 （公 設 公 営 ） 保 育 園 ４園 を 公 私 連 携 型 保 育 所 に 移 行 し た場 合  

年 間 約 ２ 億 ８ ， ０ ０ ０ 万 円 の 財 源 確 保 が 見 込 ま れ ま す 。  

 

市負担額

（C)（A-B）

市負担額

（F)（D-E）

人件費 134,202 保育料 9,332 国庫負担金 44,619

施設管理費 15,264 都負担金 22,310

保育園運営費 34,605
運営費

（市上乗せ補助金）
66,017 保育料 9,332

合計 184,072 12,950 171,122 合計 177,377 76,261 101,116

副食費 3,618

171,122 101,116

単位：千円 単位：千円

70,005千円/年

のコスト削減

公立（公設公営）保育園（１園当たり） 公私連携型保育所（１園当たり）

歳出額（A） 歳入額（B） 歳出額（D） 歳入額（E）

運営費

（国が定めた価格）
111,361



34 

 

イ  施 設 の 老 朽 化 へ の 対 応  

将 来 に わ た っ て 安 定 的 な 保 育 サ ー ビ ス を 提 供 す る た め ， 施 設

の 老 朽 化 が 進 ん で い る 公 立 保 育 園 を 公 私 連 携 型 保 育 所 へ 移 行 す

る 場 合 は ， 対 象 園 の 近 隣 地 域 に あ る 土 地 を 活 用 し ， 新 園 舎 を 整

備 す る こ と を 検 討 し ま す 。 市 有 地 を 活 用 す る 場 合 は ， 児 童 福 祉

法 の 規 定 に 基 づ き ， 運 営 法 人 に 対 し て 「 無 償 又 は 廉 価 で の 貸 付

け 」又 は「 譲 渡 」を す る 必 要 が あ り ま す が ，保 育 施 設 の 整 備 は ，

運 営 法 人 が 市 か ら の 補 助 金 の 交 付 を 受 け て 行 う こ と と な り ま す 。

こ の こ と は ，「 公 立 保 育 園 」 の 整 備 で は な く ，「 私 立 保 育 園 」 の

整 備 と な る た め ， 第 ３ 章 に 記 載 の と お り ， 保 育 施 設 整 備 に 係 る

市 の 財 政 負 担 は 公 立 保 育 園 と し て の 整 備 と 比 較 し ， １ ０ 分 の １

程 度 ま で 軽 減 さ れ る こ と が 見 込 ま れ ま す 。 民 間 活 力 の 活 用 に よ

り 公 私 連 携 型 保 育 所 へ の 移 行 に 伴 い 縮 減 で き る 財 源 の 活 用 に よ

り ， 残 る 公 立 保 育 園 の 老 朽 化 対 策 や 保 育 機 能 の 充 実 に 充 て る こ

と 考 え ら れ ま す 。  

 

【 公 私 連 携 型 保 育 所 へ 移 行 し た 場 合 の 財 政 効 果 （ 施 設 整 備 費 ・ 概 算 ）】 

１園当たりの総事業費　：　3億5,000万円の場合

≪　公立保育園を整備する場合　≫

≪　公私連携型保育所（私立保育園）を整備する場合　≫

市負担
約1/10

（3 ,500万円）

事業者負担
約1/10

（3,500万円）

※　国，東京都から受ける補助金の補助率は各種要件により変動するため，上記の負担割合は，過去の実績等を参考に平
  均的な内容を掲載しています。

市負担
10/10

（3億5,000万円）

国負担
約6/10

（2億1,000万円）

都負担
約2/10

（7,000万円）

3億1,500万円
の市負担額の縮減

 

 

 

 

 

公 立 保 育 園 ４園 を 公 私 連 携 型 保 育 所 に 移 行 し た場 合  

施 設 の 整 備 （ 施 設 の 更 新 ） に 関 し て ， 約 １ ３ 億 円 の 負 担 軽 減 が 見 込 ま れ ます 。  
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  (2 )   具 体 的 な 手 法  

公 私 連 携 型 保 育 所 制 度 の 活 用 に 当 た っ て は ，主 に 次 の ２ つ の 手

法 を 検 討 し ま す 。  

ア  市 職 員 派 遣 方 式  

     公 立 保 育 園 を 公 私 連 携 型 保 育 所（ 私 立 保 育 園 ）へ 移 行 し ，移

行 後 の 保 育 園 を 運 営 す る 法 人（ 市 の 条 例 に 規 定 さ れ た 監 理 団 体

や 社 会 福 祉 法 人 等 の 市 職 員 を 派 遣 で き る 法 人 ）に 対 し て ，市 職

員（ 保 育 士 等 ）を 派 遣 す る 方 式 で す 。市 職 員 の 派 遣 は 公 益 的 法

人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 ※ の 規 定 の

範 囲 内 で 順 次 満 了 す る こ と と し ，派 遣 期 間 満 了 に 合 わ せ て ，運

営 法 人 が 独 自 に 採 用 し た 職 員 を 配 置 し て い き ま す 。  

ま た ， 職 員 の 入 替 え に 伴 う 子 ど も へ の 影 響 を 軽 減 す る た め ，

毎 年 ， 派 遣 期 間 を 満 了 す る 職 員 数 は ， 公 立 保 育 園 に お け る 通 常

の 人 事 異 動 と 同 程 度 の 範 囲 内 と す る こ と を 基 本 と し ま す 。  

    な お ，「 ４ (1 )基 本 的 な 考 え 方 」で 示 し た と お り ，老 朽 化 が 進

ん で い る 公 立 保 育 園 を 対 象 と す る 場 合 は ，新 園 舎 の 整 備 を 併 せ

て 検 討 し ま す 。  

【 移 行 イ メ ー ジ （ 市 職 員 派 遣 方 式 ）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
※  【 参 考 】 規 定 で は ， 同 一 職 員 の 派 遣 は 最 長 で ５ 年 間  

調布市 公立保育園

運営法人
公私連携型保育所

（私立保育園）

対象園

決定・周知

在園児は公私連携型保育所へ移行

（その他の園への転園も可）

市職員を公私連携型保育所へ派遣
（派遣される職員は個別調整）
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  イ  代 替 園 整 備 方 式  

     地 域 の 保 育 供 給 量 を 確 保 す る た め ，対 象 と な る 公 立 保 育 園 の

近 隣 地 域 に 公 私 連 携 型 保 育 所 を 新 た に 整 備 す る 方 式 で す 。希 望

が 無 い 限 り ，対 象 と な る 公 立 保 育 園 か ら 公 私 連 携 型 保 育 所 へ の

転 園 は 行 わ ず ，公 私 連 携 型 保 育 所 が 開 園 し た 後 ，対 象 と な る 公

立 保 育 園 に つ い て は ，定 員 を 段 階 的 に 削 減 し ，近 隣 の 公 立 保 育

園 と 統 合 又 は 廃 園 し ま す 。  

    な お ，対 象 園 を 決 定 し た 時 点 に お い て 在 園 し て い る 子 ど も た

ち に つ い て は ，卒 園 す る ま で 従 前 の 保 育 園 で の 保 育 体 制 を 維 持

し ま す 。  

【 移 行 イ メ ー ジ （ 代 替 園 整 備 方 式 ）】  

段階的に定員削減

※ 統合する場合は，統合先

の園と定員を調整

近隣園に統合
又は廃園

（在園児の卒園後）

公私連携型保育所
（私立保育園）

調布市

対象園
決定・周知

公立保育園

運営法人
施設整備工事

（新園舎の建設）
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調布 市公 立 保育 園に おけ る 民間 活力 の活 用 に関 する 方針  
【公 設 公 営 保育 園】  
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